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11 月 16 日（月）18 時 30 分から２時間ほどかけて、板橋校舎 2-0２07 で専

任教員就業規則をめぐる団交を行った。学園側は林事務局長、古川学務局長、石田

総務部長、城所人事課長が出席し、組合側は水谷委員長、山本副委員長、池田書記

長、小池書記次長、北澤執行委員、兵頭執行委員、松村執行委員、山中執行委員、

大杉執行委員、吉永組合員が参加した。 
 

 組合連合は今回の団体交渉申し入れにおいて、専任教員就業規則原案の各条文・

項目の見直しを細かにした要求書を提出し、要求・質問に対する文書での回答を

11 月末日までに要求した。なお、非常勤講師就業規則に関しても見直しの要求を

組合は行っていたが、非常勤講師に関してはすでに人事も動き出していて、実質的

に来年度実施が難しいこと、専任教員就業規則と共通している部分も多いため、今

回の団交は専任教員就業規則の個別事項の洗い直しが中心となった。 

 冒頭、理事長の欠席について委員長の言及に対し、日程の調整が出来なかった旨

と、交渉案件の内容と緊急性において今回は欠席という説明がなされた。組合総会

の場でも不誠実団交ではないかという組合員の意見もあるという執行委員の発言に

対しては、内容は録音もして詳細に伝えており、そうとは言えないという回答で

あった。組合としては今後も理事長の出席を要望した。 
 

 今回要求書を提出した就業規則案に関して、11 月 10 日（火）に学園から原案

の修正案が提示された。これは条文の見直しと現行の学園規則との兼ね合いを図

り、古川学務局長の私案として作成されたものであるが、今週中に検討されて修正

案となる第 2 案という説明がなされ、団体交渉はその内容と組合要求に沿った説明

と質問がなされた。古川学務局長からはタイムカード方式等で教員を強く縛ること

は反対であるが、ある程度のルールが必要であること等が述べられた。 

 ちなみに今回の就業規則はこうしたルールがないと、時間割作成や教室確保に影

響がでかねないといった発想から提案されたものであるが、組合は週 4 日の出校日

と週 3 日の出講日の両方を定める必要はなく、あくまでも後者のみでよいのではな

いかと要求した。 
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豊かな発想で楽しく魅力的な学園を！ 

 

桐１０９６号 （2015 年 11 月 19 日発行） 

 

  

本紙は大学組合ｗｅｂサイト 

ｈｔｔｐ：//www.boreas.dti.ne.jp/daito-un/ にも 

掲載しています。 

本紙へのご投稿、ご意見、ご質問は 

daito-un@boreas.dti.ne.jp  に 

お寄せください。 

 

学園による教職員組合対象の 

中長期財政計画策定プロジェクトに関する説明会が 

開催されます。 
 

日時：11 月 24 日（火）１５：３０～ 

場所：板橋校舎 2 号館２－０２２１会議室  
  

11 月 6 日に開かれた説明会と内容は同じですが、ご興味のある方は 

             是非おいでください。 

また責任授業回数が登録者ゼロにより減ったことで減給するのはおかしいことを申し入れた他、土曜日に半

日の有給休暇の要求ができない内容、労働基準法に基づいているとはいえ、女性のみに配慮した育児時間の取

得、祖父母・兄弟姉妹の介護については同居し扶養していることを条件としている点についても改善を申し入

れた。これについて、学園側は 18 日の常務審議会で組合からの要求を伝えることを承諾し、現行案を再考す

ることを回答した。組合側はこの回答に対し、再考案を踏まえた形で、再度団交をしたい旨を申し入れ、学園

側も承諾をして、11 月 30 日に実施することとなった。 

 なお、専任教員就業規則の制定時期について学園は、12 月学部長会議で修正案を検討、12 月中に過半数代

表者や教授会の意見を招集し、一部施行が遅れるであろう項目をのちに附則として加える形で 2016 年 1 月か

ら 2 月の制定を予定していることを表明した。また、この規則内容に沿う形で特任教員就業規則の改正も時期

を同じくして行われることも示された。 

非常勤講師就業規則については専任教員就業規則の後に制定予定であるため、今回の団交案件であり要求書

も提出してはいたが、時間の関係もあり今回は説明がなされなかった。組合は特任教員就業規則改正案につい

ては次回団体交渉において、非常勤講師就業規則については後日再度申し入れをし、内容について質問と改善

要求を行う予定である。                                 （書記局） 

 

専任教員就業規則に関する次回団体交渉は 

11 月 30 日（月）１８：３０から板橋校舎 2-0２07 

にて開催予定です。 
 

組合では今回団交で回答（説明）を受けていない要求部分と再要求項目を確認

し、団体交渉に臨みます。団体交渉には組合員であれば参加可能です。 
 


